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防
衛
省
は
、
防
衛
施
設
の
設
置
の
た
め
の
用
地
の
取
得
を
職
務
の
一
つ
と
し
て
お
り
、
自
衛
隊
及
び
在
日
米
軍
が
使
用
す
る

土
地
等
の
買
入
れ
を
行
っ
て
い
る
。
二
〇
二
四
年
度
に
お
い
て
は
、
防
衛
力
基
盤
強
化
施
設
整
備
費
の
項
に
運
用
基
盤
等
の
強

化
に
必
要
な
経
費
事
項
と
し
て
、
約
百
三
十
二
億
円
の
不
動
産
購
入
費
が
予
算
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
予
算
に
は
、
沖
縄
県

議
会
の
与
野
党
会
派
が
白
紙
撤
回
を
求
め
、
二
〇
二
四
年
四
月
十
一
日
に
撤
回
さ
れ
た
、
沖
縄
県
う
る
ま
市
で
の
陸
上
自
衛
隊

訓
練
場
新
設
計
画
に
お
け
る
用
地
取
得
経
費
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
用
地
取
得
経
費
の
明
細
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。 

 

防
衛
省
に
よ
る
不
動
産
購
入
に
関
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

防
衛
省
が
自
衛
隊
用
地
を
取
得
す
る
際
、
売
買
契
約
に
よ
る
不
動
産
購
入
費
に
つ
い
て
、
購
入
に
係
る
予
定
価
格
を
積
算

す
る
必
要
が
あ
る
。
防
衛
省
が
こ
れ
ら
を
積
算
す
る
際
に
参
照
す
る
指
標
は
、
公
示
地
価
、
路
線
価
、
固
定
資
産
税
評
価

額
、
基
準
地
価
、
実
勢
価
格
（
時
価
）
、
不
動
産
鑑
定
業
者
に
よ
る
鑑
定
評
価
の
い
ず
れ
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
以
外
に
参
照

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

防
衛
省
が
所
有
す
る
自
衛
隊
用
地
（
行
政
財
産
）
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
版
防
衛
白
書
に
は
演
習
場
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
総
面
積
程
度
の
情
報
し
か
な
い
上
、
規
模
が
小
さ
い
も
の
は
一
件
ご
と
の
面
積
さ
え
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
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こ
の
土
地
を
い
く
ら
で
購
入
し
て
き
た
か
、
詳
細
は
判
然
と
し
な
い
。
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
以
降
、
防
衛
省
が
取
得
し
た

自
衛
隊
用
地
の
住
所
、
面
積
、
購
入
価
格
、
坪
単
価
、
公
示
地
価
と
い
っ
た
詳
細
な
不
動
産
購
入
の
履
歴
を
可
能
な
限
り
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
購
入
価
格
が
公
示
地
価
よ
り
高
額
で
あ
っ
た
案
件
を
把
握
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
購
入

理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

防
衛
省
が
自
衛
隊
用
地
を
取
得
す
る
際
、
地
元
の
合
意
を
得
て
い
る
か
。
得
て
い
る
場
合
に
は
、
ど
の
段
階
で
、
ど
の
よ

う
な
手
続
を
踏
ん
で
い
る
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
な
お
、
個
別
の
事
案
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
基

本
的
な
ル
ー
ル
又
は
直
近
の
三
事
案
に
つ
い
て
の
取
扱
い
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

沖
縄
県
う
る
ま
市
で
の
陸
上
自
衛
隊
訓
練
場
新
設
計
画
に
お
け
る
用
地
取
得
に
取
り
組
ん
だ
際
、
市
長
、
市
議
会
与
党
、

自
由
民
主
党
沖
縄
県
支
部
連
合
会
及
び
地
元
選
挙
区
国
会
議
員
か
ら
の
意
見
聴
取
、
調
整
及
び
同
意
は
い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ

う
な
手
段
に
よ
り
得
ら
れ
た
の
か
、
詳
細
を
伺
い
た
い
。 

五 

二
〇
二
四
年
四
月
十
一
日
、
防
衛
省
が
発
出
し
た
「
沖
縄
県
う
る
ま
市
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
訓
練
場
の
整
備
計
画
に
つ

い
て
」
に
関
し
て
、
特
定
の
政
党
及
び
個
人
名
に
よ
る
要
請
が
特
記
さ
れ
て
い
た
。
本
年
六
月
に
沖
縄
県
議
会
議
員
選
挙
が

予
定
さ
れ
る
中
、
政
府
が
特
定
の
政
党
及
び
個
人
名
を
特
記
し
て
コ
メ
ン
ト
を
発
出
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
り
、
コ
メ
ン
ト



 

３ 

 

の
修
正
又
は
撤
回
を
要
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


